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川西市のコミュニティについて 

 

 

１．コミュニティ施策の目的 

 

川西市では、昭和４０年代に都市化が急激に進むとともに、宅地開発に伴って

人口が急増し、地域の連帯意識や自治意識の希薄化が懸念されるようになりまし

た。 

そこで、より住みやすい地域社会の形成に向けて、住民の皆さんが自ら行動し、

ふるさとづくりを進めていくことをめざして、昭和５０年代半ばからコミュニテ

ィの推進に取り組んできました。 

 

 

２．コミュニティの役割とその範囲 

 

 川西市におけるコミュニティの定義は、「住民が日常生活の場を通して、そ

の地域の共通の目標を持って自らの役割を認識し、“連帯と自治意識に支えられ

たまちづくり”をめざすまとまりのある地域社会」としています。 

また、コミュニティの範囲は、概ね小学校区を基本として、その地域の特性を

考慮しながら設定されています。 

 

 

３．コミュニティの構成団体 

 

エリア内の各自治会を中心に、ＰＴＡ、子ども会、老人会、消防団、商店会

といった、さまざまな団体で構成されています。この構成団体は、コミュニティ

によって異なります。 

コミュニティ組織は、自治会とこれら各種団体の連携体制を構築するシステ

ムとして、自治会とは異なった役割を担っています。 

また、自治会と比べ、より広いエリアと視野で、より多くの人を対象に、誰も

がふるさとを感じられるような、心のふれあうまちづくりに取り組んでいます。 
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４．コミュニティの設立状況 

 

現在、市内で１３のコミュニティが設立されています。 

コミュニティ未設立地域は桜が丘小学校区のみです。 

 

 

５．コミュニティの活動内容 

 

活動内容は、大きく分類すると次の６つが挙げられます。 

①「地域におけるスポーツ・レクリエーションなど体育に関する活動」 

②「文化祭・学習会など文化に関する活動」 

③「生活環境浄化など環境に関する活動」 

④「福祉の向上に関する活動」 

⑤「防犯・交通など安全に関する活動」 

⑥「その他、地域住民のコミュニティ意識の啓発及び地域の発展に必要な活動」 

 

 

６．市のコミュニティ支援 

 

コミュニティづくりは、住民の方々が自主自立をめざしつつ進めるものであ 

り、行政の役割は、活動しやすい環境づくりや情報提供など、あくまでも側面的

な支援を行うことであると考えています。 

こういった考え方を基本に、現在は、コミュニティ組織活動補助金等の交付や

活動拠点の確保、リーダー養成のための「研修会」の開催といった支援事業に取

り組んでいます。また、その際には、市内１３コミュニティで構成されている川

西市コミュニティ協議会連合会（事務局は地域・相談課内）を通じてご意見等を

お聞きし、実情に応じたより良い支援となるように心掛けています。 
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①コミュニティ組織活動補助金 ・・・・１４，４２０，４００円 

○９７０，０００円 × １１組織 ＝ １０，６７０，０００円 

【内 訳】  

ａ．コミュニティ活動奨励補助金･････････ ３２４，０００円 

ｂ．体育振興事業補助金･････････････････ ２３７，５００円 

ｃ．プール開放事業補助金･･･････････････ ２６６，０００円 

ｄ．地域文化（スポーツ）振興事業補助金････ １４２，５００円 

 

○１，８７５，２００円 × ２組織（緑台・陽明、清和台） 

＝ ３，７５０，４００円 

 

【内 訳】 

３２４，０００円×１．８ ＋ ６４６，０００円×２ 

 

＝ １，８７５，２００円 

 

②コミュニティ活動設備等整備事業助成金  上限２１万８０００円 

輪転機・複写機の整備事業に対する半額助成 

 

③（財）自治総合センターコミュニティ助成金 上限２５０万円 

 

 

 

 

住民の交流の場を「コミュニティセンター」、コミュニティ組織の実務拠点を

「コミュニティ室」と位置づけるとともに、コミュニティセンターは公民館との

併設館を基本として整備を進めてきました。 

また、公民館がない地域については、独立館または老人憩いの家との併設館 

としてのコミュニティセンターを整備するとともに、小学校の空き教室を利用し

ていただくなど、可能な範囲で活動拠点の整備、確保に努めています。現在、公

民館との併設館が８、老人憩いの家との併設館が１、単独館が３となっています。 

 

 

コミュニティへの補助金（２２年度予算） 

活動拠点の整備と現状 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ推進 

(連絡)協議会 
 活  動  拠  点 

北陵 １ コミュニティ室・コミュニティセンター北陵会館（北陵公民館）  

東谷 ２ プラザ・ひがしたに、コミュニティ室・コミュニティセンター東谷会館（東谷公民館） 

牧の台 ３ コミュニティセンター牧の台会館 

清和台 ４ 清和台第２自治会館 ５ コミュニティセンター清和台会館（清和台公民館） 

けやき坂 ６ 交流会館けやき、コミュニティ室・コミュニティセンターけやき坂会館（けやき坂公民館） 

緑台・陽明 ７ グリーンプラザ ８ コミュニティセンター緑台会館（緑台公民館） 

多田東 ９ コミュニティセンター多田東会館 

多田 10 多田コミュニティ会館、コミュニティ室・コミュニティセンター多田会館（多田公民館） 

明峰 11 コミュニティ室・コミュニティセンター明峰会館（明峰公民館） 

川西北 12 川西北地区コミュニティプラザ 13 川西北小学校（コミュニティ室） 

川西 14 川西小学校（会議室） 

加茂 15 コミュニティセンター加茂ふれあい会館、加茂交流会館 

久代 16 コミュニティ室・コミュニティセンター川西南会館（川西南公民館） 17 久代交流会館（久代小内） 

東谷小学校区コミュ

ニティ推進協議会 

〈s62/6/28〉 

 

北陵小学校区コミュ

ニティ推進協議会 

〈h 元/4/16〉 

 

牧の台小学校区 

コミュニティ推進協議会 

〈s60/6/30〉 

 清和台地区コミュニ

ティ推進協議会 

〈h12/7/9〉 

 

緑台・陽明地区コミュ

ニティ推進協議会 

〈h11/5/22〉 

 

久代小学校区コミュ

ニティ推進協議会 

〈s60/7/21〉 

 

川西小学校区コミュニ

ティ推進協議会 

〈h15/11/30〉 

 

加茂小学校区コミュ

ニティ推進協議会 

〈h9/6/8〉 

 

多田東小学校区コミュニ

ティ推進協議会 

〈s58/6/5〉 

 

川西北コミュニティ

連絡協議会 

〈s57/4/1〉 

けやき坂小学校区コミ

ュニティ推進協議会 

〈h3/3/10〉 

 

明峰小学校区コミュニ

ティ推進協議会 

〈h 元/9/3〉 

 

桜が丘小校区 

（未設立） 

多田小学校区コミュ

ニティ推進協議会 

〈s55/12/14〉 

コミュニティエリア図と活動拠点 

の範囲と活動拠点 

1 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 

10 

11 

12 13 

14 

15  

16  
17   

※〈 〉内は、設立年月日 

※    は、活動拠点 

2 

番号 



 

 

コミュニティエリアと小学校区・中学校区との関係 

 

平成 24 年 4 月現在   

コミュニティ推進(連絡)
協議会のエリア 

小学校区 中学校区 

北陵 北陵 

東谷 東谷 東谷 

牧の台 
牧の台 

※長尾町は東谷コミに参加 

清和台 

清和台 

清和台 清和台南 

けやき坂 けやき坂 

緑台・陽明 

陽明 
緑台 

緑台 

多田 
多田東 多田東 

多田 多田 

明峰 明峰 明峰 

川西北 川西北 

川西 
（未設立） 桜が丘 

川西 川西 

川西南 加茂 加茂 

久代 久代 

 



設立
順位

名　　　　　称
設立
年月日

自治会数
運営委員会
構成団体数

２３年度
支出決算額

（円）

年会費
（１世帯あたり）

（円）

２３年度
会費収入
決算額
（円）

２３年度
自治会分担金
収入決算額

（円）

自治会加入
世帯数

(A)

校区内総世
帯数
(B)

自治会
加入率
(A/B)

面積（ha） 備考

1 多田小学校区コミュニティ推進協議会 昭55.12.14 5 19 2,870,801  170  438,430  25,000 2,437 4,085 59.66% 408.6
会費のうち20円は防災会費。自治会分
担金は１自治会5000円。

2 川西北コミュニティ連絡協議会 昭57.4.1 11 15 1,832,439 200  415,800  55,000 2,150 4,478 48.01% 154.1
自治会分担金は
1自治会5,000円

3 多田東小学校区コミュニティ推進協議会 昭58.6.5 12 20 2,038,957 200 535,400 － 2,836 5,532 51.27% 310.3 新東多田自治会不参加。

4 牧の台小学校区コミュニティ推進協議会 昭60.6.30 1 20 1,535,634 - - 500,000 3,865 4,847 79.74% 582.8
長尾町は牧の台小地区であるが、コミ
は東谷に参加

5 久代小学校区コミュニティ推進協議会 昭60.7.21 11 18 1,743,567 100 178,570 － 2,569 3,879 66.23% 198.2

6 東谷小学校区コミュニティ推進協議会 昭62.6.28 20 18 3,396,700 140 453,880 133,000 3,152 5,627 56.02% 1,902.7
自治会分担金は規模に応じて、3,000
円×4、7,000円×13、10,000円×3

7 北陵小学校区コミュニティ推進協議会 平1.4.16 1 14 3,892,078 - -  732,300 1,619 2,967 54.57% 123.8
自治会分担金内訳（北陵自治会60万+
花咲く丘の街管理組合132,300円）

8 明峰小学校区コミュニティ推進協議会 平1.9.3 8 11 3,275,211 130 603,590 － 4,656 6,105 76.27% 176.3

9 けやき坂小学校区コミュニティ推進協議会 平3.3.10 4 27 3,657,322 200 294,400 － 1,602 2,232 71.77% 282.5

10 加茂小学校区コミュニティ推進協議会 平9.6.8 15 23 1,492,383 100 280,200 － 2,785 4,986 55.86% 105.6

11 緑台・陽明地区コミュニティ推進協議会 平11.5.22 3 27 7,086,917 － — 1,072,400 5,346 6,419 83.28% 267.5
自治会分担金内訳（GH1,017,400円、
緑台6丁目25,000円、清流台30,000円）

12 清和台地区コミュニティ推進協議会 平12.7.9 6 20 10,328,984 200  856,600  1,169,360 4,062 5,438 74.70% 527.3
自治会分担金のおおよその算定根拠
（１世帯＠200円×加入世帯）＋（1自治
会5,000円×6自治会）

13 川西小学校区コミュニティ推進協議会 平15.11.30 16 5 2,375,398 150 497,100 － 3,528 6,698 52.67% 206.9 寺畑自治会不参加。

（コミュニティ未結成地区）
桜が丘小学校区

※ ２３年度支出決算額には、繰越金等も含まれます。
※ 自治会加入世帯数（A)と校区内総世帯数（B)の数値は、市で定めた校区ごとに算出した数値であり、コミュニティに参加していない自治会の世帯数も含んでいます。

- 1,241— 4,098 30.28% 97.5

川　西　市　の　コ　ミ　ュ　ニ　テ　ィ　協　議　会
(平成２４年４月１日現在）
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体育 文化 環境 福祉 安全 広報 人権

久代小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 福祉部会 安全部会 広報委員会

加茂小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部 文化部 環境部 福祉部 安全部 広報委員会

人権啓発推進委
員会

川西小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 福祉部会 安全部会 広報委員会 人権部会

川西北コミュニティ連絡協
議会 体育部会 文化部会 環境･衛生部会 安全部会 編集部会 人権啓発部会

明峰小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 安全部会 広報部会

多田小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 福祉部会 安全部会 報道部

多田東小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 福祉部会 安全部会 広報委員会 児童育成委員会

緑台･陽明地区
コミュニティ推進協議会 体育部 文化部 環境部 福祉部 安全部 広報部

けやき坂小学校区
コミュニティ推進協議会 体育振興委員会 文化推進委員会

環境美化推進委
員会

福祉委員会 生活安全委員会 広報委員会
人権啓発推進委
員会

青少年育成委員
会

清和台地区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 福祉部会 安全部会 総務部会

牧の台小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 環境部会 福祉部会 安全部会 広報委員会 子育て部会

東谷小学校区
コミュニティ推進協議会 体育推進部会 環境推進部会 福祉推進部会 安全推進部会 広報推進部会

まちづくり推進部
会

青少年育成推進
部会

防災推進部会

北陵小学校区
コミュニティ推進協議会 体育部会 文化部会 広報委員会

人権啓発推進委
員会

まちづくり推進委
員会

青少年育成推進
委員会

※平成２４年度総会資料を参考に作成しています。

各コミュニティに設置されている部会・委員会
平成２４年４月１日現在

コミュニティ
部会・委員会名

その他



○○小学校区コミュニティ推進協議会 

会   則 

 （名称および事務局） 

第１条 本会は、○○小学校区コミュニティ推進協議会（以下「協議会」と称し、事務局

は○○公民館に置く。 

 

 （目 的） 

第２条 本協議会は、地域における住民の自主的な活動を通じて相互の連携を深めるとと

もに、自治意識を高揚し、対話と合意により住みよい地域づくりを目的とする。 

 

 （構 成） 

第３条 本協議会は、○○小学校区の住民をもって構成する。 

 

 （事 業） 

第４条 本協議会は、前条の目的を達成するため、自主的に次の事業を行う。 

① 生活環境の改善向上に関すること。 

② 文化、スポーツ、レクリェーション活動に関すること。 

③ 福祉増進に関すること。 

④ 防災、防犯活動に関すること。 

⑤ 相互の親睦に関すること。 

⑥ 住民自治意識の高揚に関すること。 

⑦ その他、目的達成に必要な事項。 

 

 （部会・部の設置） 

第５条 本協議会の円滑な運営と、目的の効果的な達成のため、次の専門部会及び専門部

を置く。 

 １ 専門部会 

① 体育部会 

② 文化部会 

③ 環境部会 

④ 福祉部会 

⑤ 安全部会 

 ２ 専門部 

① 報道部 

  

※会則は概ね下記のような構成である

が、地域によって若干内容は異なる 



（会 議） 

第６条 

 １ 本協議会は、総会、運営委員会、専門部会（部）により運営する。 

 ２ 会議は、構成委員の過半数をもって成立する。ただし、委任をもって出席に代える

ことができる。 

 ３ 会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長及び部会長がこ

れを決する。 

 ４ 会議には、議長を置く。 

  

（総 会） 

第７条 

 １ 総会は、協議会の最高議決機関であり、会長がこれを招集し、協議会の重要事項を

審議する。 

 ２ 総会は、年１回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 

 ３ 総会は、運営委員及び専門部会委員等をもって構成する。 

 ４ 総会は、次の事項を審議する。 

① 当該年度における事業計画及び予算。 

② 過年度の実施事業及び決算。 

③ 防災会の規約、予算、決算等重要事項。 

④ その他、協議会の重要事項。 

 

（運営委員会） 

第８条 

 １ 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 

 ２ 運営委員は、別途決める。 

 ３ 運営委員会は、必要に応じて開催し、総会に付すべき事項及び協議会の具体的な運

営事項を協議する。 

 

（専門部会及び専門部） 

第９条 専門部会及び専門部は、部会長及び部長がこれを招集し、専門部会及び専門部の

事業の立案、計画を実施する。 

 

（総務役員） 

第１０条 本協議会に、次の総務役員を置く。ただし、副会長は必要ある場合、他の役員

（監事を除く）を兼務することができる。 

      会 長  １ 名      副会長  若干名 



     会 計  １ 名       書 記  ２ 名 

     庶 務  若干名       監 事  ２ 名 

 

 （顧問） 

第１１条 本協議会に、顧問を置くことができる。 

 

 （選考委員会の設置） 

第１２条 次期会長選出については、選考委員会を設置する。 

   １ 選考委員は、原則として顧問、総務役員、自治会長をもって構成する。 

   ２ 運営委員は、会長に立候補することができる。 

 

 （総務役員の選出） 

第１３条 本協議会の総務役員は、運営委員（歴代運営委員を含む）の中から選出し、総

会において承認を得る。 

 

 （専門部会委員及び専門部委員の選出） 

第１４条 

   １ 専門部会委員は、各自治会より若干名選出する。 

   ２ 専門部委員は、○○小学校区全域より広く人材を求めて選出する。 

 

 （総務役員の任期） 

第１５条 

   １ 会長の任期は、原則として２年とする。ただし、最長４年までは続けることが

できる。 

   ２ 会長以外の総務役員は 1年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

 （総務役員の任務） 

第１６条 

   １ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

   ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 

   ３ 会計は、金銭の出納整理及び会計事務を担当する。 

   ４ 書記は、会議の記録、整理を担当する。 

   ５ 監事は、会計事務の監査を担当する。 

 

 （経 費） 

第１７条 本協議会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 



  

 （会 費） 

第１８条 

  １ 本協議会は、会員より会費を徴収する。 

  ２ 会費は、１世帯あたり年額○○○円とする。 

 

 （会計年度） 

第１９条 本協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 


